
東京都障害者スポ－ツクラブ振興事業実施要綱 

 

１．目 的 

   この要綱は、障害者がスポ－ツを通じて、体力づくり及び仲

間づくりを自主的に行うことにより、社会参加を推進し、健康

で生きがいのある生活を営めるよう、障害者スポ－ツ団体の活

動を助成し、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

２．事業の内容 

   この事業の対象となる事業は、３に掲げる団体が行うスポ－

ツを目的とした、日常の練習及び研修会等の事業とし、その助

成の内容は指導員、講師及び補助員の派遣並びに会場借上げ等

とする。また、助成基準は原則として別表の基準表によるもの

とする。 

 

３．対象団体 

   この事業の対象となる団体は、東京都における障害者スポ－

ツクラブ振興活動を主たる事業としている団体（以下「団体」

という。）で下記の（１）又は（２）の要件のいずれかを満た

す団体とする。 

 

（１）クラブを単位とした団体 

   ア．原則として都内に居住している者で構成され、構成員の

うち障害者が１０名以上であること。（同時に２以上の

団体に所属する者については、いずれか一つの団体の構

成員として計上すること。） 

   イ．月１回以上のスポ－ツ活動を行っていること。 

   ウ．単一の職場（学校、施設）に所属している者のみで構成

されていないこと。 

     エ．単一の区市町村に居住している者のみで構成されていな

いこと。ただし、東京都障害者スポーツセンターが市区

町村等との共催事業で行う教室事業等を母体としてスタ

ートする自主的な団体につき、単一の区市町村に居住し

ている者のみで構成されていても可とする。 

 

（２）障害者スポ－ツの振興等を目的とし、定期的に研修会など

の活動を行っている２０名以上の指導者の団体。 

 



４．助成期間 

   この事業は、障害者スポ－ツの振興を目的とするために、新

規の団体を優先して予算の範囲内で助成することとし、助成期

間は原則として５年とする。ただし、６年目以降の団体につい

ては、東京都障害者スポーツクラブ振興事業実施要綱の対象団

体の要件を満たす場合、助成限度額を６万円として、当該年度

の予算を超えない範囲以内で助成を決定できるものとする。 

 

５．手続き 

   この事業による助成を受けようとする団体は、毎年度の始め

に協会の定めるところにより団体の登録を行い、事業計画等の

手続きを行うものとする。 

 

６．適用期日 

   この要綱は、昭和５６年４月１日から適用する。 

 

附 則 

   この要綱は、平成９年４月１日から適用する。 

   この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

      東京都障害者スポ－ツクラブ振興事業助成基準表 

 
  

        助成限度額 １００，０００円 
 

  

日常活動費 

   講   師 （１人１回につき２０，０００円以内） 

   補 助 員           （１人１回につき５，０００円以内） 

   会場使用料 （１日につき６，０００円以内） 

    
研修会・講習会開催 

   講   師 （１人１日につき２０，０００円以内） 

   補 助 員           （１人１日につき５，０００円以内） 

   会場使用料 （１日につき６，０００円以内） 
 

  
競技会・大会開催 

   審 判 員 （１人１回につき２０，０００円以内） 

   補 助 員           （１人１回につき５，０００円以内） 

   会場使用料 （１日につき６，０００円以内） 

  
事務費（事務用品費・通信費など） 

     （年度で１０，０００円） 

     ＊食費は対象経費に含まれません。 

 


